
事業場や一般家庭のタンクから灯油などの油類が漏れて、

河川や水路に流出する事故が増えています。

油が流れると、魚が死んだり水道や農業に大きな影響が出ます。 

水質事故の予防対策・事故発生時の的確な対応をとりましょう！！

岐阜県

タンクからの
油流出事故に注意!!

実際に起きた油流出事故

事故の概要

・ボイラー用の本体タンクから灯油の供給を受けるサブタンクの自動停止装置が故障し、
約５００Ｌの灯油があふれ、河川へ流出した。

・また防油堤に亀裂があり、ボイラー周辺の土壌へ流出した。

事故防止策

・原因のサブタンクを撤去し、
安全装置付き配管を設置。

事例１

地下浸透河川流出

自動停止装置の故障による灯油タンクからの油流出

事故の概要

・農業用ビニールハウスで、Ａ重油タンクから約２０００Ｌが流出し、防液堤の排水バルブが
開いていたことで河川へ油が流出した。

事故防止策

・防液堤のバルブを閉じ、日常点検や管理を強化。

事例２ Ａ重油タンクからの油流出

事故の概要

・ガソリンスタンドの地下タンクにタンクローリー車から軽油を補給中、その場を離れた
間に給油口の接続が外れ、軽油が水路に流出した。

事故防止策

・給油中など、油類を移し替える際は、その場を離れず確認する。
・給油口の接続が完全にできているか確認する。

事例３ 給油中に起きた油流出



▼貯油施設※などの設置者は、事故などで油が流出・地下浸透した場合

 応急処置と事故の届出（連絡）を行う義務があります。

▼事故を起こしてしまった場合には、流出防止措置、オイルフェンスや

 オイルマットの設置など、被害の拡大を防ぎましょう。

▼直ちに管轄する県事務所（岐阜市の場合は、岐阜市環境保全課）

 または所在市町村に連絡してください。

水質汚濁防止法に基づく通報を行う義務があります！

※貯油施設：原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油、動植物油を取り扱う施設

水質事故
発生時 連絡先

事業所 連絡先 住所 上段:電話番号

所在地 (担当名) 下段:ＦＡＸ番号

岐阜市 岐阜市役所環境保全課 〒500-8701 058-265-4141

岐阜市司町40-1 058-264-7119

各務原市 岐阜地域環境事務所 〒500-8384 058-272-1920

羽島市 環境保全係 岐阜市薮田南5-14-53 058-278-3524

山県市 OKBふれあい会館第2棟3階

瑞穂市

本巣市

羽島郡

本巣郡

大垣市 西濃県事務所 〒503-0838 0584-73-1111

海津市 環境課環境保全係 大垣市江崎町422-3 0584-74-9428

養老郡 西濃総合庁舎

不破郡

安八郡

揖斐郡 揖斐県事務所 〒501-0603 0585-23-1111

環境課環境保全係 揖斐郡揖斐川町上南方1-1 0585-22-1829

揖斐総合庁舎

関市 中濃県事務所 〒501-3756 0575-33-4011

美濃市 環境課環境保全係 美濃市生櫛1612-2 0575-35-1492

郡上市 中濃総合庁舎

美濃加茂市 可茂県事務所 〒505-8508 0574-25-3111

可児市 環境課環境保全係 美濃加茂市古井町下古井大脇2610-1 0574-25-3934

可児郡 可茂総合庁舎

加茂郡

多治見市 東濃県事務所 〒507-8708 0572-23-1111

瑞浪市 環境課環境保全係 多治見市上野町5-68-1 0572-25-0079

土岐市 東濃西部総合庁舎

中津川市 恵那県事務所 〒509-7203 0573-26-1111

恵那市 環境課環境保全係 恵那市長島町正家後田1067-71 0573-25-7129

恵那総合庁舎

高山市 飛騨県事務所 〒506-8688 0577-33-1111

飛騨市 環境課環境保全係 高山市上岡本町7-468 0577-33-1085

下呂市 飛騨総合庁舎

大野郡
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